
総 合 的 な 交 通 警 察 充 実 強 化 対 策 推 進 要 綱 の 制 定 に つ い て

平 成 15年 ６ 月 ６ 日

例規（交企）第20号

警 察 本 部 長

〔 沿 革 〕 平 成 18年 ３ 月 例 規 （ 警 ） 第 10号 平 成 19年 ３ 月 例 規 （ 警 ） 第 33号

平 成 22年 ３ 月 例 規 （ 警 ） 第 12号

見 出 し の 要 綱 を 別 添 の と お り 制 定 し 、 平 成 15年 ６ 月 ６ 日 か ら 施 行 す る こ と と し た の で 、 そ の 推 進 に

当 た り 誤 り の な い よ う に さ れ た い 。

別 添

総 合 的 な 交 通 警 察 充 実 強 化 対 策 推 進 要 綱

第 １ 目 的

こ の 要 綱 は 、 よ り 複 雑 ・ 多 様 化 す る 交 通 環 境 の 変 化 に 的 確 に 対 応 し 得 る 交 通 警 察 部 門 の 基 盤 を 盤

石 な も の に す る た め 、 推 進 体 制 を 確 立 し 、 総 合 的 に 推 進 す べ き 適 正 な 人 事 管 理 、 実 践 的 な 人 材 の 指

導 ・ 育 成 等 に 関 し て 必 要 な 事 項 を 定 め 、 も っ て 交 通 警 察 の 充 実 強 化 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。

第 ２ 推 進 体 制 の 確 立

１ 委 員 会

(１ ) 県 本 部 に 、 交 通 警 察 充 実 強 化 対 策 検 討 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。 ） を 置 く 。

(２ ) 委 員 会 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 総 合 的 な 検 討 を 行 い 、 そ の 推 進 を 図 る こ と を 任 務 と す

る 。

ア 魅 力 あ る 交 通 警 察 の 実 現

イ 交 通 警 察 官 の 任 用

ウ 優 秀 な 人 材 の 育 成 及 び 交 通 警 察 の 充 実 強 化

エ そ の 他 交 通 警 察 に 関 す る こ と 。

(３ ) 委 員 会 は 、 委 員 長 及 び 委 員 を も っ て 構 成 し 、 そ れ ぞ れ 次 に 掲 げ る 者 を も っ て 充 て る 。

委 員 長 交 通 部 長

委 員 交 通 部 参 事 官

交 通 総 務 課 長

交 通 指 導 課 長

交 通 捜 査 課 長

交 通 規 制 課 長

交 通 機 動 隊 長

高 速 道 路 交 通 警 察 隊 長

運 転 免 許 本 部 長

免 許 課 長

執 行 課 長

千 葉 運 転 免 許 セ ン タ ー 長

流 山 運 転 免 許 セ ン タ ー 長

交 通 総 務 課 管 理 官 兼 警 務 部 監 察 官

そ の 他 委 員 長 が 指 名 す る 者

(４ ) 委 員 会 の 運 営 は 、 次 の と お り と す る 。

ア 委 員 長 は 、 必 要 の 都 度 委 員 会 を 招 集 し 、 会 議 を 主 宰 す る 。

イ 委 員 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き に は 委 員 以 外 の 者 に 対 し 、 委 員 会 へ の 出 席 を 求 め る

こ と が で き る 。

ウ ア 及 び イ に 定 め る も の の ほ か 、 委 員 会 の 運 営 に 関 し て 必 要 な 事 項 は 、 委 員 長 が 定 め る 。

２ 幹 事 会

(１ ) 委 員 会 に 、 交 通 警 察 充 実 強 化 対 策 検 討 委 員 会 幹 事 会 （ 以 下 「 幹 事 会 」 と い う 。 ） を 置 く 。



(２ ) 幹 事 会 は 、 委 員 会 を 補 佐 す る も の と す る 。

(３ ) 幹 事 会 は 、 幹 事 長 、 副 幹 事 長 及 び 幹 事 を も っ て 構 成 し 、 そ れ ぞ れ 次 に 掲 げ る 者 を も っ て 充

て る 。

幹 事 長 交 通 総 務 課 長

副 幹 事 長 交 通 総 務 課 課 長 代 理

交 通 総 務 課 管 理 官 兼 警 務 部 監 察 官

幹 事 交 通 総 務 課 課 長 補 佐

交 通 指 導 課 課 長 補 佐

交 通 捜 査 課 課 長 補 佐

交 通 規 制 課 課 長 補 佐

交 通 機 動 隊 隊 長 補 佐

高 速 道 路 交 通 警 察 隊 隊 長 補 佐

免 許 課 課 長 補 佐

執 行 課 課 長 補 佐

千 葉 運 転 免 許 セ ン タ ー セ ン タ ー 長 補 佐

流 山 運 転 免 許 セ ン タ ー セ ン タ ー 長 補 佐

そ の 他 幹 事 長 が 指 名 す る 者

(４ ) 幹 事 会 の 運 営 は 、 次 の と お り と す る 。

委 員 会 の 運 営 に 関 す る 規 定 は 、 幹 事 会 の 運 営 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 「 委

員 長 」 と あ る の は 「 幹 事 長 」 と 、 「 委 員 会 」 と あ る の は 「 幹 事 会 」 と し 、 「 委 員 」 と あ る の

は 「 幹 事 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

(５ ) 幹 事 長 は 、 幹 事 会 の 結 果 を 委 員 会 に 報 告 す る も の と す る 。

３ 庶 務

委 員 会 及 び 幹 事 会 の 庶 務 は 、 交 通 部 交 通 総 務 課 に お い て 行 う 。

第 ３ 適 正 な 人 事 管 理

１ 交 通 警 察 官 へ の 任 用 等

(１ ) 交 通 警 察 官 任 用 候 補 者 名 簿 の 作 成 、 管 理 等

ア 署 長 は 、 交 通 任 用 科 卒 業 者 及 び 交 通 経 験 者 を 将 来 交 通 警 察 官 と し て 任 用 す る た め 、 交 通

警 察 官 任 用 候 補 者 名 簿 （ 別 記 様 式 第 １ 号 。 以 下 「 候 補 者 名 簿 」 と い う 。 ） に 登 載 す る も の

と す る 。

イ 上 記 以 外 の 者 を 候 補 者 名 簿 に 登 載 し よ う と す る と き に は 、 交 通 警 察 官 適 任 者 推 薦 書 （ 別

記 様 式 第 ２ 号 。 以 下 「 推 薦 書 」 と い う 。 ） に よ り 、 交 通 部 交 通 総 務 課 長 （ 以 下 「 交 通 総 務

課 長 」 と い う 。 ） を 通 じ て 、 委 員 会 の 承 認 を 得 て 登 載 す る も の と す る 。

ウ 候 補 者 名 簿 は ２ 部 作 成 し 、 １ 部 を 交 通 総 務 課 長 を 通 じ て 委 員 会 に 送 付 す る も の と す る 。

エ 署 長 は 、 新 規 登 載 等 の 都 度 、 署 保 管 の 候 補 者 名 簿 の 加 除 修 正 を 行 う と と も に 、 交 通 総 務

課 長 を 通 じ て 委 員 会 に 送 付 す る も の と す る 。

オ 委 員 会 に 送 付 さ れ た 候 補 者 名 簿 は 、 交 通 総 務 課 長 が 保 管 す る も の と す る 。

カ 署 長 は 、 候 補 者 名 簿 を 作 成 し た と き に は 、 交 通 任 用 科 教 養 要 領 の 制 定 に つ い て （ 平 成 ７

年 例 規 （ 交 企 ） 第 32号 ） に 基 づ く 交 通 任 用 科 修 了 者 名 簿 （ 以 下 「 修 了 者 名 簿 」 と い う 。 ）

の 作 成 を 省 略 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 、 修 了 者 名 簿 登 載 者 が 異 動 し た こ と に よ る 異 動

先 所 属 長 へ の 修 了 者 名 簿 の 送 付 及 び 交 通 部 長 へ の 報 告 に つ い て は 、 候 補 者 名 簿 の 送 付 及 び

報 告 を も っ て 代 え る こ と が で き る 。

(２ ) 要 領

ア 署 長 は 、 新 た に 交 通 警 察 官 と し て 任 用 す る と き に は 、 候 補 者 名 簿 に 登 載 さ れ て い る 者 か

ら 任 用 す る と と も に 、 そ の 結 果 を 交 通 総 務 課 長 を 通 じ て 委 員 会 に 報 告 す る も の と す る 。

イ 署 長 は 、 候 補 者 名 簿 に 登 載 さ れ て い る 者 の 早 期 任 用 に つ い て 配 意 す る も の と す る 。

(３ ) 特 例

ア 署 長 は 、 候 補 者 名 簿 に 登 載 者 が い な い と き に は 、 推 薦 書 に よ り 交 通 総 務 課 長 を 通 じ て 、

事 前 に 委 員 会 の 承 認 を 得 て 候 補 者 名 簿 登 載 者 以 外 の 者 を 任 用 す る も の と す る 。



イ 署 長 は 、 前 記 ア の 規 定 に よ り 任 用 し た と き に は 、 任 用 後 、 速 や か に 交 通 任 用 科 教 養 を 受

講 さ せ る よ う 配 意 す る も の と す る 。

(４ ) 候 補 者 名 簿 か ら の 削 除

ア 署 長 は 、 候 補 者 名 簿 に 登 載 さ れ て い る 者 に つ い て 、 交 通 警 察 官 に 任 用 す る こ と が 適 当 で

な い と す る 理 由 が 生 じ た と き は 、 交 通 総 務 課 長 を 通 じ て 委 員 会 に そ の 旨 を 報 告 す る も の と

す る 。

イ 委 員 会 は 、 任 用 す る こ と が 適 当 で な い と 認 め た と き に は 、 そ の 者 を 候 補 者 名 簿 か ら 削 除

す る と と も に 、 そ の 旨 を 当 該 署 長 に 通 知 す る も の と す る 。

２ 交 通 警 察 官 任 用 後 の 人 事 管 理

(１ ) 交 通 警 察 官 名 簿 の 作 成 等

ア 作 成 等

署 長 は 、 新 た に 交 通 警 察 官 と し て 任 用 し た と き に は 、 速 や か に 交 通 警 察 官 名 簿 （ 別 記 様

式 第 ３ 号 。 以 下 「 名 簿 」 と い う 。 ） を ２ 部 作 成 し 、 １ 部 を 交 通 総 務 課 長 を 通 じ て 委 員 会 に

送 付 す る も の と す る 。

イ 保 管

(ア ) 委 員 会 に 送 付 さ れ た 名 簿 は 所 属 別 に 区 分 し て 、 交 通 総 務 課 長 が 保 管 す る も の と す る 。

(イ ) 所 属 長 は 、 名 簿 を 警 察 官 と 一 般 職 員 と に 区 分 す る と と も に 、 階 級 別 、 係 別 に 編 冊 し 保

管 す る も の と す る 。

(ウ ) 他 所 属 又 は 他 部 門 へ の 異 動 者 及 び 退 職 者 に つ い て は 、 交 通 総 務 課 に お い て は 名 簿 を 階

級 別 、 五 十 音 順 に 区 分 し 、 別 冊 に し て 保 管 す る も の と し 、 当 該 所 属 に お い て は 廃 棄 処 分

す る も の と す る 。

ウ 整 理

(ア ) 署 長 は 、 名 簿 の 記 載 事 項 等 に 変 更 が 生 じ た と き に は 、 速 や か に 整 理 す る と と も に 、 遅

滞 な く 変 更 事 項 を 交 通 総 務 課 長 を 通 じ て 委 員 会 に 報 告 す る も の と す る 。

(イ ) 交 通 総 務 課 長 は 、 署 長 か ら 名 簿 の 記 載 事 項 変 更 の 報 告 を 受 け た と き に は 、 速 や か に 整

理 す る も の と す る 。

(２ ) 交 通 警 察 官 経 歴 表 に よ る 管 理

ア 作 成 等

交 通 総 務 課 長 は 、 交 通 警 察 官 の 人 事 管 理 の 適 正 を 期 す る た め 、 交 通 警 察 官 経 歴 表 （ 別 記

様 式 第 ４ 号 、 別 記 様 式 第 ５ 号 、 別 記 様 式 第 ６ 号 又 は 別 記 様 式 第 ７ 号 。 以 下 「 経 歴 表 」 と い

う 。 ） を 作 成 し 、 保 管 す る も の と す る 。

イ 対 象 者

警 部 以 下 の 交 通 警 察 官 と す る 。

ウ 整 理

交 通 総 務 課 長 は 、 経 歴 表 の 作 成 対 象 者 が 人 事 異 動 の 都 度 、 加 除 修 正 等 を 行 い 、 常 に 最 新

の 内 容 と な る よ う に 努 め る も の と す る 。

(３ ) 巡 回 指 導 等 に よ る 人 事 管 理

委 員 会 の 委 員 （ 以 下 「 委 員 」 と い う 。 ） は 、 巡 回 指 導 等 を 通 じ て 署 の 交 通 課 各 級 幹 部 の 人

事 管 理 上 必 要 な 事 項 の 把 握 に 努 め 、 把 握 し た 事 項 に つ い て は 、 当 該 所 属 長 に 連 絡 す る と と も

に 、 委 員 会 に 報 告 す る も の と す る 。

３ 候 補 者 名 簿 等 の 取 扱

候 補 者 名 簿 及 び 経 歴 表 の 取 扱 い に つ い て は 、 保 秘 に 十 分 留 意 す る も の と す る 。

第 ４ 実 践 的 な 指 導 育 成

１ 指 導 体 制 の 充 実 ・ 強 化

(１ ) 交 通 警 察 幹 部 指 導 ・ 育 成 強 化 体 制 の 確 立

交 通 部 に 交 通 部 長 を 長 と す る 交 通 警 察 幹 部 指 導 ・ 育 成 強 化 体 制 を 確 立 し 、 巡 回 指 導 等 を 通

じ 警 部 の 階 級 に あ る 者 （ 同 相 当 職 を 含 む 。 ） の 人 事 管 理 、 業 務 管 理 能 力 等 の 向 上 及 び 警 部 補

の 階 級 に あ る 者 （ 同 相 当 職 を 含 む 。 ） の チ ー ム リ ー ダ ー と し て の 業 務 推 進 力 、 指 導 力 等 の 向

上 を 図 る も の と す る 。

(２ ) 交 通 事 故 事 件 特 別 指 導 体 制 の 確 立



交 通 部 交 通 捜 査 課 （ 以 下 「 交 通 捜 査 課 」 と い う 。 ） に 交 通 事 故 事 件 捜 査 特 別 指 導 体 制 を 確

立 し 、 交 通 事 故 事 件 捜 査 に 対 す る 具 体 的 指 導 及 び 捜 査 支 援 を 行 い 、 捜 査 員 個 々 の 捜 査 能 力 の

向 上 及 び 適 正 捜 査 の 推 進 を 図 る も の と す る 。

２ 交 通 警 察 官 に 対 す る 教 養 の 充 実

(１ ) 交 通 事 故 事 件 捜 査 現 任 教 養 の 実 施

ア 教 養 の 実 施

中 堅 交 通 警 察 官 等 に 対 し て 、 体 系 的 か つ 集 中 的 な 交 通 事 故 事 件 捜 査 現 任 教 養 （ 以 下 「 現

任 教 養 」 と い う 。 ） を 実 施 す る も の と す る 。

イ 実 施 体 制

効 果 的 な 運 用 を 図 る た め 、 次 の 体 制 を 置 く 。

総 括 責 任 者 交 通 部 長

実 施 責 任 者 交 通 捜 査 課 長

ウ 対 象 者

警 部 補 以 下 の 交 通 警 察 官 と す る 。

エ 実 施 要 領

現 任 教 養 は 、 実 践 的 な 交 通 事 故 事 件 捜 査 要 領 等 を 教 養 の 内 容 と し 、 時 代 の 変 化 等 に 即 応

し 得 る 、 よ り ち 密 で 適 正 な 交 通 事 故 事 件 捜 査 が 推 進 で き る よ う に 個 々 の 実 務 能 力 の 向 上 を

図 る も の と す る 。

(２ ) 交 通 実 戦 塾 の 実 施

ア 実 施

実 際 に 発 生 し た 重 大 又 は 重 要 事 故 事 件 の 捜 査 に よ り 得 ら れ た 捜 査 手 法 、 適 正 か つ 効 果 的

な 取 締 り 要 領 等 を 題 材 と し て 、 交 通 警 察 官 個 々 に 検 討 又 は 擬 似 的 に 体 験 さ せ る た め の 研 修

（ 以 下 「 交 通 実 戦 塾 」 と い う 。 ） を 実 施 す る も の と す る 。

イ 実 施 体 制

効 果 的 な 運 用 を 図 る た め 、 次 の 体 制 を 置 く 。

総 括 責 任 者 交 通 部 長

実 施 責 任 者 交 通 総 務 課 長

交 通 指 導 課 長

交 通 捜 査 課 長

実 施 担 当 者 交 通 総 務 課 管 理 官 兼 警 務 部 監 察 官

交 通 指 導 課 課 長 代 理

交 通 捜 査 課 課 長 代 理

ウ 対 象 者

警 部 以 下 の 交 通 警 察 官 で 、 実 施 責 任 者 が 指 定 し た 者 と す る 。

エ 実 施 要 領

(ア ) 交 通 実 戦 塾 の 対 象 と な る 重 大 又 は 重 要 事 故 事 件 は 、 交 通 事 故 事 件 捜 査 処 理 要 綱 （ 昭 和

56年 本 部 訓 令 第 ８ 号 ） 第 ２ 条 第 ６ 号 別 表 第 １ に 規 定 す る も の と す る 。

(イ ) 特 異 な 交 通 事 故 事 件 捜 査 を 題 材 と す る 交 通 実 戦 塾 を 行 う 場 合 は 、 当 該 交 通 事 故 事 件 に

係 る 関 係 書 類 、 証 拠 品 等 が 最 終 的 に 送 致 さ れ た 後 に 実 施 す る も の と す る 。

(ウ ) 実 施 責 任 者 は 、 交 通 実 戦 塾 を 実 施 し た 場 合 は 、 実 施 状 況 を 記 録 化 す る と と も に 、 内 容

に 応 じ て 資 料 化 し て 、 以 後 の 業 務 推 進 に 反 映 さ せ る よ う 努 め る も の と す る 。

(３ ) 署 に お け る 研 修 の 実 施

ア 署 長 は 、 署 の 実 情 を 勘 案 の 上 、 署 に お い て (２ )に 準 じ た 研 修 を 積 極 的 に 実 施 し 、 交 通 警

察 官 等 の 実 務 能 力 の 向 上 を 図 る も の と す る 。

イ 署 長 は 、 署 に お け る 研 修 を 実 施 し た 場 合 は 、 実 施 結 果 を 総 括 責 任 者 へ 報 告 す る も の と す

る 。

３ 巡 回 指 導 等 の 強 化

(１ ) 交 通 部 内 各 所 属 長 等 は 、 交 通 警 察 の 充 実 強 化 を 図 る た め 、 そ の 職 に 応 じ た 実 践 的 な 捜 査 管

理 、 業 務 管 理 、 さ ら に は 業 務 推 進 要 領 等 の 指 導 、 教 養 に 努 め る も の と す る 。



(２ ) 巡 回 指 導 等 を 実 施 す る に 当 た っ て は 、 事 前 に 委 員 会 に 報 告 す る と と も に 、 効 率 的 か つ 効 果

的 に 実 施 す る も の と す る 。 た だ し 、 事 前 に 委 員 会 に 報 告 す る こ と が で き な い と き は 、 事 後 速

や か に 委 員 会 に 報 告 す る も の と す る 。

「 以 下 別 記 様 式 省 略 」


